【ハラスメント防止対策〇×クイズ第１回解答】

Q１　×
パワーハラスメント対策措置の義務化について，中小企業は準備等に時間が必要であることから，令和４年（２０２２年）４月１日までの間は努力義務とされた。

Q２　×
　　　部下が業務上必要な知識・経験を有しており，この部下の協力がなければ業務の円滑な遂行ができないような場合，部下が上司に優越する関係であるとされることもある（パワーハラスメント防止のための指針（令和２年１月１５日厚労省告示第５号））。

Q３　×
　　　派遣元事業者だけでなく，派遣を受ける事業主も派遣労働者を雇用する事業主とみなされる（労働者派遣法４７条の４）。

Q４　〇
「平均的な労働者の感じ方」からすれば精神的苦痛を受けるような言動でなければ，パワハラに当たらない（前掲厚労省指針）。

